
【経緯】 

 

昭和８年～ 帝国化成工業株式会社本社工場操業 

平成４年９月～

平成 16 年４月 

水質汚濁防止法に規定する特定施設（71 号の 5 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝによる洗浄施

設）でﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝを使用（ゴム生産工程における鉄芯の洗浄） 

平成 16 年５月 土壌汚染状況調査着手 

平成 16 年９月 特定施設の廃止、対策実施 

 同  11 月 土壌汚染状況調査結果報告 

 



0 10 20 30 m

17-2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別 図  指 定 区 域  



 



 

至 JR 伊丹駅 

至 JR 北伊丹駅 


